
平
成
二
十
三
年
八
月
五
日
提
出

質

問

第

三

七

七

号

豪
雨
に
お
け
る
避
難
勧
告
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

木

村

太

郎

377



豪
雨
に
お
け
る
避
難
勧
告
に
関
す
る
質
問
主
意
書

私
は
、
本
年
二
月
十
八
日
に
「
水
害
発
生
時
に
お
け
る
避
難
勧
告
な
ど
の
判
断
基
準
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
質
問
第
八

三
号
）
を
提
出
し
、
自
公
政
権
時
の
平
成
十
七
年
か
ら
市
区
町
村
に
対
し
て
求
め
て
い
た
水
害
発
生
時
に
お
け
る
避
難
勧
告
な

ど
の
具
体
的
な
基
準
が
、
着
実
に
進
ん
で
い
る
と
は
言
い
難
く
、
そ
の
主
た
る
原
因
は
、
現
政
権
の
地
方
に
厳
し
く
、
自
分
に

甘
い
姿
勢
が
、
全
国
の
自
治
体
と
の
信
頼
及
び
協
力
関
係
を
希
薄
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
質
し
て
き
た
。

先
月
末
、
街
が
濁
流
に
の
み
込
ま
れ
、
記
録
的
な
豪
雨
に
襲
わ
れ
た
新
潟
県
と
福
島
県
で
は
、
最
大
時
で
四
十
万
人
余
に
避

難
指
示
・
勧
告
を
発
令
、
四
人
が
死
亡
、
二
人
の
行
方
不
明
者
（
消
防
庁
調
べ
、
八
月
一
日
十
六
時
三
十
分
現
在
）
が
出
た
こ

と
は
誠
に
残
念
だ
が
、
平
成
十
六
年
七
月
に
死
者
十
六
人
を
出
し
た
「
新
潟
・
福
島
豪
雨
」
に
比
べ
範
囲
が
広
く
、
雨
量
は
増

え
て
い
る
も
の
の
、
人
的
被
害
な
ど
は
比
較
的
少
な
く
、
七
年
前
の
苦
い
教
訓
が
生
か
さ
れ
功
を
奏
し
た
と
思
わ
れ
る
。

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
災
地
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
国
は
自
衛
隊
、
警
察
、
全
国
の
自
治
体
、
自
治
体
消
防
、
消
防
団
等

と
の
信
頼
関
係
を
回
復
さ
せ
、
有
事
に
備
え
る
万
全
の
態
勢
を
整
え
る
こ
と
が
益
々
重
要
と
考
え
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

前
回
平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
時
点
の
全
国
の
市
区
町
村
に
お
け
る
避
難
勧
告
等
に
係
る
具
体
的
な
発
令
基
準
の
策
定

一



状
況
調
査
結
果
に
よ
れ
ば
、
策
定
済
み
で
あ
る
市
区
町
村
の
割
合
は
、
五
十
九
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
進

捗
状
況
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
そ
れ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
の
か
、
菅
内
閣

の
見
解
如
何
。

二

一
に
関
連
し
、
前
回
調
査
時
点
で
策
定
中
の
市
区
町
村
に
つ
い
て
、
そ
の
進
捗
状
況
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
、

ま
た
、
未
だ
策
定
が
な
さ
れ
て
い
な
い
市
区
町
村
に
、
国
と
し
て
今
後
ど
の
よ
う
に
支
援
し
て
い
く
の
か
、
菅
内
閣
の
見
解

如
何
。

三

判
断
基
準
と
さ
れ
る
雨
量
、
河
川
の
水
位
、
気
象
警
報
、
津
波
警
報
な
ど
の
客
観
的
な
デ
ー
タ
の
他
に
、
住
民
に
勧
告
す

る
手
段
と
し
て
の
市
町
村
防
災
行
政
無
線
等
に
お
け
る
整
備
の
直
近
で
の
進
捗
状
況
は
全
国
で
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の

か
、
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

四

一
〜
三
に
関
連
し
、
こ
の
よ
う
な
実
態
を
踏
ま
え
、
全
国
の
自
治
体
に
お
い
て
、
避
難
勧
告
基
準
の
策
定
百
パ
ー
セ
ン
ト

を
達
成
し
、
万
全
の
態
勢
が
整
っ
て
い
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
今
後
国
と
し
て
ど
う
対
応
し
て
い
く
の
か
、
菅
内
閣
の
見

解
如
何
。

五

四
に
関
連
し
、
避
難
勧
告
基
準
が
ほ
ぼ
策
定
完
了
と
な
り
う
る
具
体
的
な
年
次
を
予
め
定
め
、
国
と
し
て
自
治
体
に
対
し

二



て
の
通
知
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
財
政
面
を
は
じ
め
と
す
る
一
層
の
支
援
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
菅
内
閣
の
見

解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


